
  

 

 

 

 

 

    
           
          
          
          

           
          
          
           
         
          
          
          
        
          
          
         
           

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

   

  
    

 

 

 
 

  

  

第３ 委員会等の概況 

22 消費者問題に関する特別委員会

【第 208回国会】

（ 1）委員名簿（ 35人）

委員長 松島 みどり君 自民
理 事 井原 巧君 自民 理 事 稲田 朋美君 自民
理 事 勝俣 孝明君 自民 理 事 宮﨑 政久君 自民
理 事 湯原 俊二君 立民 理 事 吉田 統彦君 立民
理 事 漆間 譲司君 維新 理 事 伊佐 進一君 公明

柿沢 未途君 自民 勝目 康君 自民
佐々木 紀君 自民 鈴木 英敬君 自民
高見 康裕君 自民 武村 展英君 自民
土田 慎君 自民 中川 貴元君 自民
永岡 桂子君 自民 長谷川 淳二君 自民
平沼 正二郎君 自民 田 元君 自民
堀内 詔子君 自民 三谷 英弘君 自民
保岡 宏武君 自民 青山 大人君 立民
井坂 信彦君 立民 大河原まさこ君 立民
大西 健介君 立民 山田 勝彦君 立民
浅川 義治君 維新 掘井 健智君 維新
福重 隆浩君 公明 吉田 久美子君 公明
田中 健君 国民 本村 伸子君 共産

（ 2）設置の目的

消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため

（ 3）議案審査

付託された議案は内閣提出法律案１件及び議員提出法律案１件で、審査の概況は次の

とおりである。

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に

関する法律の一部を改正する法律案（内閣提出第 41号） 

○ 要旨

契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措

置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を

講ずるもの 

○ 参考人からの意見の聴取 

○ 審査結果

可決（附帯決議が付された。） 

○ 審査経過

提出日 

令和  
 4.  3.  1  

衆・本会議

趣旨説明 

3.25  

衆・委員会

付託日

3.25 

趣旨説明

)3.29 
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質疑 

4.  7  

4.12  
4.19  

議決日 
結 果 

4.19
可決 (全 ) 

(賛-自民・立民・維新・
公明・国民・共産

(附)  

衆・本会議

議決日 
結 果 

4.21 
可決 

参・委員会

議決日 
結 果 

消費者特  
5.20 
可決 

(附)  

参・本会議

議決日 
結 果 

5.25 
可決  

 
公布日 

番 号 

6.  1 
法 59号  



 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

   

  
     

 

 
 
 

 
 

 
  

 
     

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るため

の消費者契約法等の一部を改正する法律案（柚木道義君外７名提出、衆法第７号） 

○ 要旨

事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約を取り消すことができる類型

として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会

通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追

加するとともに、 20歳未満の成年者についてクーリング・オフに係る規定の熟慮期間を

延長するほか、事業者が消費者に交付する書面の電子化は行わないこととする措置を講

ずるもの 

○ 参考人からの意見の聴取 

○ 審査結果

（審査未了） 

○ 審査経過

提出日 

令和  
 4.  2.15

衆・本会議

趣旨説明 

3.25  

衆・委員会 衆・本会議 参・委員会 参・本会議
公布日

番 号
付託日 

3.25  

趣旨説明

3.29

質疑 

4.  7  
4.12  

4.19 

議決日 
結 果 

（審査未了）

議決日
結 果

議決日
結 果

議決日
結 果

 
 

（ 4）国政調査

国政調査では、質疑が行われた。主な質疑内容は、次のとおりである。 

○ 主な質疑内容

・ 食品ロスの削減のため、いわゆる「３分の１ルール」を早急に是正する必要性

・ 特定商取引法等の契約書面の電子化について、丁寧に議論を進める必要性

・	 食品添加物の不使用表示に関するガイドラインについて、消費者団体や事業者の

意見を踏まえて見直すべきとの提案に対する消費者担当大臣の見解

・ 成年年齢引下げに伴う消費者被害防止に向けた消費者担当大臣の決意

・	 消費者契約法及び消費者裁判手続特例法改正案に盛り込まれている、サブスクリ

プションサービス及び定期購入における解除権の行使に関する情報提供義務の具

体的な内容

・	 アダルトビデオ出演強要問題について、令和４年４月以降の契約についても遡っ

て救済することができる法制度整備の必要性

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
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第３ 委員会等の概況 

（ 5）参考人

出頭日 職 業 氏 名 審査・調査案件 

令和  

4.  4.  7
日本銀行理事 内田 眞一君 

 4.12 

東京大学名誉教授 

東北大学名誉教授 河上 正二君 

青山学院大学客員教授 

弁護士 

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 野々山 宏君

幹事 

一般社団法人全国消費者団体連絡会事務
三谷 和央君

局次長 
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消費者契約法及び消費者の財産的被

害の集団的な回復のための民事の裁

判手続の特例に関する法律の一部を

改正する法律案（内閣提出）

消費者被害の発生及び拡大の防止並

びに消費者の利益の一層の擁護及び

増進を図るための消費者契約法等の

一部を改正する法律案（柚木道義君

外７名提出） 



 

 

 

 
 

 

 

    
           
          
          
          

           
          
          
           
         
          
          
          
        
          
          
         
           

 

  

 

 

  

 
 
  

【第 209回国会】

（ 1）委員名簿（ 35人）

委員長 松島 みどり君 自民

理 事 井原 巧君 自民 理 事 稲田 朋美君 自民

理 事 勝俣 孝明君 自民 理 事 宮﨑 政久君 自民

理 事 湯原 俊二君 立民 理 事 吉田 統彦君 立民

理 事 漆間 譲司君 維新 理 事 伊佐 進一君 公明


柿沢 未途君 自民 勝目 康君 自民
佐々木 紀君 自民 鈴木 英敬君 自民
高見 康裕君 自民 武村 展英君 自民
土田 慎君 自民 中川 貴元君 自民
永岡 桂子君 自民 長谷川 淳二君 自民
平沼 正二郎君 自民 田 元君 自民
堀内 詔子君 自民 三谷 英弘君 自民
保岡 宏武君 自民 青山 大人君 立民
井坂 信彦君 立民 大河原まさこ君 立民
大西 健介君 立民 山田 勝彦君 立民
浅川 義治君 維新 掘井 健智君 維新
福重 隆浩君 公明 吉田 久美子君 公明
田中 健君 国民 本村 伸子君 共産

（ 2）設置の目的

消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため

（ 3）議案審査

付託された議案はなかった。
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第３ 委員会等の概況 

【第 210回国会】

（ 1）委員名簿（ 35人）

委員長 稲田 朋美君 自民
理 事 井原 巧君 自民 理 事 牧原 秀樹君 自民
理 事 宮﨑 政久君 自民 理 事 宮下 一郎君 自民
理 事 山田 勝彦君 立憲 理 事 吉田 統彦君 立憲
理 事 池畑 浩太朗君 維新 理 事 古屋 範子君 公明

上杉 謙太郎君 自民 柿沢 未途君 自民
勝目 康君 自民 小林 鷹之君 自民
田畑 裕明君 自民 武村 展英君 自民
土田 慎君 自民 中山 展宏君 自民
長谷川 淳二君 自民 鳩山 二郎君 自民
平沼 正二郎君 自民 田 元君 自民
堀内 詔子君 自民 松島 みどり君 自民
保岡 宏武君 自民 青山 大人君 立憲
井坂 信彦君 立憲 石川 香織君 立憲
大河原まさこ君 立憲 早稲田 ゆき君 立憲
浅川 義治君 維新 沢田 良君 維新
國重 徹君 公明 吉田 久美子君 公明
田中 健君 国民 本村 伸子君 共産

（ 2）設置の目的

消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策を樹立するため

（ 3）議案審査

付託された議案は内閣提出法律案２件及び議員提出法律案１件で、審査の概況は次の

とおりである。

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案（内閣提出

第 18号）

（詳細は「第１－２ (9) 旧統一教会関係」 (40ページ )参照） 

○ 要旨

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大する

とともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活

センターの業務として適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必

要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずるもの 

○ 参考人からの意見の聴取 

○ 審査結果

可決（附帯決議が付された。）
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○ 審査経過

提出日 

令和  

 4.11.18  

衆・本会議

趣旨説明

12. 6 

衆・委員会

付託日

12. 6 

趣旨説明

12. 6

質疑 

12.  6  
 

12.  8  

議決日 

結 果 

12.  8 

可決 (全 ) 
(賛-自民・立憲・維新・

公明・国民・共産) 

(附) 

衆・本会議 

議決日 

結 果 

12.  8 

可決 

参・委員会

議決日 

結 果 

消費者特  
12.10 

可決 
(附)  

参・本会議 

議決日 

結 果 

12.10 

可決  

公布日 

番号 

12.16 

法 99号  

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案（内閣提出第 22号）

（詳細は「第１－２ (9) 旧統一教会関係」 (40ページ )参照） 

○ 要旨

法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、当該不当な寄附の勧誘を行う法人等に対す

る行政上の措置等を定めるとともに、寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び扶養義

務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措

置を講ずるもの 

○ 参考人からの意見の聴取 

○ 審査結果

修正（附帯決議が付された。）

＜修正内容＞

法人等が寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務の規定について「配慮しなけれ

ばならない」を「十分に配慮しなければならない」に改めるとともに、配慮義務の遵

守に係る勧告等に係る規定を創設し、本法律の規定についての検討に関し、施行後

「３年を目途」を「２年を目途」に改めること等 

○ 審査経過

提出日 

令和  

 4.12.  1

衆・本会議

趣旨説明 

12.  6  

衆・委員会

付託日

12. 6 

趣旨説明

12. 6

質疑 

12.  6  
 

12.  8  

議決日 
結 果 

12.  8 
修正 (多 ) 

(賛-自民・立憲・維新・

公明・国民) 
(反-共産) 

(附)  

 

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会 

衆・本会議

議決日 
結 果 

12.  8 

修正 

参・委員会 

議決日 
結 果 

消費者特  
12.10 

可決 
(附)  

参・本会議

議決日 
結 果 

12.10 

可決  

公布日 
番 号 

12.16 

法 105号  

特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案（西村智奈美君外５

名提出、衆法第４号） 

○ 要旨

特定財産損害誘導行為を禁止し、特定財産損害誘導行為を行う者に対してその中止等

を勧告し又は命ずる措置を定めるとともに、特定財産損害誘導行為による意思表示の取

消し等に関する制度及び特別補助に関する制度を設け、あわせて特定財産損害誘導行為

による被害者等の保護に資する相談体制の整備等について定めるもの 

○ 審査結果

（審査未了）
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第３ 委員会等の概況 

○ 審査経過

提出日

衆・本会議

令和  
 4.10.17

衆・委員会 衆・本会議 参・委員会 参・本会議
公布日

番 号
付託日

質疑

12. 9

議決日 

結 果 

(審査未了) 

議決日

結 果

議決日

結 果

議決日

結 果
趣旨説明

趣旨説明

 

（ 4）国政調査

国政調査では、質疑が行われた。主な質疑内容は、次のとおりである。 

○ 主な質疑内容

・	 霊感商法等の悪質商法への対応に当たっての消費者契約法の課題及びそれへの対

応等についての消費者担当大臣の認識

・	 旧統一教会による霊感商法等の被害者救済のため、消費者契約法の改正を早急に

図る必要性及び寄附（献金）の悪質な勧誘行為を禁止する新法の方向性

・	 マインドコントロール下という特殊性の下での勧誘に対する立証の困難性につい

ての消費者担当大臣の認識及び霊感商法に係る取消権の行使事例の有無

・ 消費者志向経営の推進に関し、企業に対して行う消費者庁による支援の内容

・	 ゲノム編集技術応用食品に関し、表示を義務付けるとともに、安全性の基準を日

本独自に作る必要性

・	 会計年度任用職員として働く消費生活相談員に関し、任期の定めのない常勤職員

の身分に切り替えるための財源を措置する必要性

（ 5）参考人

出頭日 職 業 氏 名 審査・調査案件 

令和  

4.12.  7 

中央大学大学院法務研究科教授 宮下 修一君 

全国霊感商法対策弁護士連絡会事務局長 川井 康雄君 

消費者契約法及び独立行政法人国民

生活センター法の一部を改正する法

律案（内閣提出）

法人等による寄附の不当な勧誘の防

止等に関する法律案（内閣提出）
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